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豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付要綱 

 

令和８年３月１６日 

福祉部長決定 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者支援施設等に入所し、又は精神科病院に入院している者で

あって、豊島区（以下「区」という。）が給付の実施主体となる障害者又は障害児

（以下「障害者等」という。）の地域移行に向けた調整を行う特定相談支援事業者及

び一般相談支援事業者に対し、関係機関等と連携した支援の取組（以下「相談連携支

援」という。）を実施するための経費の一部を補助することにより、障害者等の地域

生活への移行を促進することを目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１８項に規定する計画

相談支援又は同条第２０項に規定する地域移行支援を提供する事業所を運営する法人

とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、補助対象者が実施する事業であって、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

(1) 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた具体的

な調整を実施するもの 

(2) 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた具体的な調整

を実施するもの 

２ 補助対象者は、前項に規定する補助対象事業を実施するときは、次に掲げる事項に

配慮しなければならない。 

(1) 障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係

る本人の意向の把握に関すること。 

(2) 障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親族との調整に関するこ

と。 

(3) 障害者支援施設等の退所又は精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用の

調整に関すること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費

については、補助対象としない。 

(1) 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費 

(2) 国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費 

(3) 豊島区精神障害者地域生活移行支援事業実施要綱（平成２６年５月２２日保健福
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祉部長決定）に基づき区が社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等に委託す

る事業の対象となる経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交

付する。 

(1) 補助対象事業を利用した障害者等（以下「利用者」という。）１人につき、１

２，０００円に取組を実施した月数を乗じて得た額。ただし、当該取組を実施した月

数には、法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除くものとし、

１人につき、１年度当たり２か月を限度とする。 

(2) 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額 

２ 前項第１号の規定により補助金の額を算定する場合において、補助対象者が本要綱

に基づく補助金の申請に当たり利用者の数とした当該利用者については、当該補助金

の申請日の属する年度及び当該年度の翌年度は、当該利用者を補助金の対象として申

請することはできない。 

３ 補助金の額は、１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、豊島区特定

相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 相談連携支援計画書（別記第２号様式） 

(2) 特定相談支援事業所又は一般相談支援事業所を申請者が運営していることが確認

できる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定通知書

（別記第３号様式）により、不適当と認めるときは豊島区特定相談・一般相談連携機

能強化支援事業補助金交付申請却下通知書（別記第４号様式）により、速やかに申請

者に通知する。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。 

（取下げ） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補

助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から１４日

以内に、豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請取下書（別

記第５号様式）を区長に提出するものとする。 

（変更等の申請及び承認） 

第９条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、豊島区特定相談・一般
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相談連携機能強化支援事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（別記第６号様式）

により区長に申請し、その承認を得なければならない。 

(1) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときは、豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更（中止・廃止）

承認通知書（別記第７号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事

業の進捗状況に係る報告及び関係書類の提出を求めたときは、適切に対応しなければ

ならない。 

（事故報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象

事業の遂行が困難となった場合は、豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業

補助金事故報告書（別記第８号様式）により速やかに区長に報告し、その指示を受け

なければならない。 

（遂行命令等） 

第１２条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従

って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助

対象事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずるものとする。 

２ 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対

し、補助対象事業の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（第９条第２項の規定により廃

止の承認を得たときを含む。）から６０日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属

する年度の末日のうちいずれか早い日までに、豊島区特定相談・一般相談連携機能強

化支援事業補助金実績報告書（別記第９号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に

報告するものとする。 

(1) 相談連携支援実施報告書（別記第１０号様式） 

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１４条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が

補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金

交付額確定通知書（別記第１１号様式）により、補助事業者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第１５条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、豊島区特定相

談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付請求書（別記第１２号様式）により、
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区長に補助金を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、

速やかに補助金を支払う。 

（是正のための措置） 

第１６条 区長は、第１４条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の

成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助

事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命じなけ

ればならない。 

２ 第１３条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場

合について準用する。 

（交付決定の取消し） 

第１７条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定取消通知書（別記第

１３号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１８条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付している

ときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、

豊島区補助金交付規則（昭和６１年８月２７日規則第５９号）に定めるところによ

る。 

（関係書類等の整理保存） 

第１９条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、

当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業

が完了した日（補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認

を得た日）の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別記第１号様式（第６条関係） 

 

 年   月   日 

 

豊島区長 殿 

 

法人名 

所在地 

代表者名          

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書 

 

標記について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額    金           円 

（内訳） 

整理

番号 
事業所名 

申請額 

（別記第２号様式内（G）と同額） 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

 

２ 添付書類 

(1) 相談連携支援計画書（別記第２号様式） 

(2) 特定相談支援事業所又は一般相談支援事業所を申請者が運営していることが確認

できる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

 

 

 

担当者名                 

連絡先（℡）      （Fax）      

メールアドレス              

  



別記第２号様式（第６条関係）

１　対象事業所

相談支援事業所種別

特定・一般

２　地域移行に向けた主な取組内容（予定）

※過去３年間の実績に基づいて計画し、記載すること。

３　積算内訳

障害者支援施設

児童福祉施設

精神科病院

その他（救護、更生、刑事施設等）

計

※利用予定月数（Ｂ）の限度は２か月とし、過去３年間の平均実績を括弧書きに記載すること。

４　交付申請額　

上限額（Ｅ）

支出予定額（Ｆ）

交付申請額（Ｇ）

入所施設等別利用者数（予定）
（人）
（Ａ）

利用月数（予定）
（月）
（Ｂ）

 延べ利用月数
（予定）
（月）

（Ｃ＝Ａ×Ｂ）

備考

相談連携支援計画書

事業所名 所在地

法人名

実支出予定額‐寄附金その他収入予定額

（Ｅ）又は（Ｆ）のいずれか少ない額
※1,000円未満の端数が生じる場合は端数切捨て

円

円

円

人（　　　人）

人（　　　人）

人（　　　人）

人（　　　人）

利用者１人当たり基準額12,000円×延べ予定利用月数（Ｄ）

人（　　　人）

か月

か月

か月

か月

か月（Ｄ）

か月（　　か月）

か月（　　か月）

か月（　　か月）

か月（　　か月）

か月



別記第３号様式（第７条関係） 

第  号 

 年   月   日 

 

法人名 

所在地 

代表者名  様 

 

豊島区長       印 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定通知書 

 

年 月  日付で交付申請のあった豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事

業補助金について、下記の通り決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額    金           円 

 

２ 利用予定月数   延べ         か月 

 

３ 申請の取下げ 

  この交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の

通知を受けた日から１４日以内に、豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業

補助金交付申請取下書（別記第５号様式）により、交付申請を取り下げることができ

ます。  



別記第４号様式（第７条関係） 

第  号 

 年   月   日 

 

法人名 

所在地 

代表者名  様 

 

豊島区長       印 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請却下通知書 

 

年 月  日付で交付申請のあった豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事

業補助金について、下記の通り却下することを決定したので通知します。 

 

記 

 

却下の理由  



別記第５号様式（第８条関係） 

 

 年   月   日 

 

豊島区長 殿 

 

法人名 

所在地 

代表者名           

 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請取下書 

 

年 月  日付  第  号で交付決定のあった豊島区特定相談・一般相談連携機

能強化支援事業補助金について、下記の理由により申請を取り下げます。 

 

記 

 

取下げの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者名                 

連絡先（℡）      （Fax）      

メールアドレス              

  



別記第６号様式（第９条関係） 

 

 年   月   日 

 

豊島区長 殿 

 

法人名 

所在地 

代表者名           

 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更（中止・廃止） 

承認申請書 

 

年 月  日付  第  号で交付決定のあった豊島区特定相談・一般相談連携機

能強化支援事業補助金について、下記により変更（中止・廃止）を申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止・廃止）の内容 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者名                 

連絡先（℡）      （Fax）      

メールアドレス              

  



別記第７号様式（第９条関係） 

第  号 

 年   月   日 

 

法人名 

所在地 

代表者名  様 

 

豊島区長       印 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更（中止・廃止） 

承認通知書 

 

年 月  日付で変更（中止・廃止）申請のあった豊島区特定相談・一般相談連携

機能強化支援事業補助金について、下記の通り変更（中止・廃止）することを承認し

たので通知します。 

 

記 

 

変更（中止・廃止）承認の内容  



別記第８号様式（第１１条関係） 

 

 年   月   日 

 

豊島区長 殿 

 

法人名 

所在地 

代表者名           

 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金事故報告書 

 

年 月  日付  第  号で交付決定のあった豊島区特定相談・一般相談連携機

能強化支援事業補助金について、下記の通り事故があったので報告します。 

 

記 

 

１ 事故の内容 

 

 

２ 事故が起きた原因 

 

 

３ 事故に対する措置 

 

 

４ 事業に与えた影響 

 

 

５ 備考 

 

 

 

 

 

担当者名                 

連絡先（℡）      （Fax）      

メールアドレス               



別記第９号様式（第１３条関係） 

 

 年   月   日 

 

豊島区長 殿 

 

法人名 

所在地 

代表者名          

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金実績報告書 

 

年 月  日付  第  号で交付決定のあった豊島区特定相談・一般相談連携機

能強化支援事業補助金に係る事業実績について、下記の通り関係書類を添えて報告し

ます。 

 

記 

 

１ 実績額    金           円 

（内訳） 

整

理

番

号 

事業所名 

利用者数

（実績） 

延べ利用 

月数 

（実績） 

実績額 

（別記第１０号様式内

（C）と同額） 

  人 か月 円 

  人 か月 円 

  人 か月 円 

  人 か月 円 

  人 か月 円 

 

２ 添付書類 

(1) 相談連携支援実施報告書（別記第１０号様式） 

(2) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

 

担当者名                 

連絡先（℡）      （Fax）      

メールアドレス                     



別記第１０号様式（第１３条関係）

１　対象事業所

相談支援
事業所種別

特定・一般

２　実績額　

上限額（A）

支出額（B）

実績額（C）

３　地域移行に向けた取組実績

№1 利用者名

受給者証番号 契約年月日 か月

有　・　無

実施年月日

※支援を実施しなかった月及び報酬を算定した月以降を除く。

№2 利用者名

受給者証番号 契約年月日 か月

有　・　無

実施年月日

※支援を実施しなかった月及び報酬を算定した月以降を除く。

備考（豊島区が給付の実施主体となる根拠
　　　　ex.住所、前住所、保護課担当等）

有　・　無

入院期間
（精神科病院入院者の場合のみ）

年　　月　　日　～　　年　　月　　日

国、都、その他自治体等からの補助・委託等の有無

備考（豊島区が給付の実施主体となる根拠
　　　　ex.住所、前住所、保護課担当等）

実施内容

有　・　無

初回報酬請求の
対象期間との重複

移行した・移行しなかった

（D）補助対象月数（※）
（上限2か月）

実施内容

地域移行実施状況
（該当状況に〇）

入院期間
（精神科病院入院者の場合のみ）

年　　月　　日　～　　年　　月　　日
初回報酬請求の

対象期間との重複

国、都、その他自治体等からの補助・委託等の有無

相談連携支援実施報告書 

移行した・移行しなかった
地域移行実施状況
（該当状況に〇）

（A）又は（B）のいずれか少ない額
※1,000円未満の端数が生じる場合は、端数切捨て

円

円

円

法人名

事業所名 所在地

（D）補助対象月数（※）
（上限2か月）

利用者１人当たり基準額12,000円×
延べ補助対象月数（D）～（H）合計

実支出額‐寄附金その他収入額



別記第１０号様式（第１３条関係）

№3 利用者名

受給者証番号 契約年月日 か月

有　・　無

実施年月日

※支援を実施しなかった月及び報酬を算定した月以降を除く。

№4 利用者名

受給者証番号 契約年月日 か月

有　・　無

実施年月日

※支援を実施しなかった月及び報酬を算定した月以降を除く。

№5 利用者名

受給者証番号 契約年月日 か月

有　・　無

実施年月日

※支援を実施しなかった月及び報酬を算定した月以降を除く。

地域移行実施状況
（該当状況に〇）

移行した・移行しなかった

移行した・移行しなかった

実施内容

入院期間
（精神科病院入院者の場合のみ）

年　　月　　日　～　　年　　月　　日

実施内容

（D）補助対象月数（※）
（上限2か月）

入院期間
（精神科病院入院者の場合のみ）

年　　月　　日　～　　年　　月　　日
初回報酬請求の

対象期間との重複

国、都、その他自治体等からの補助・委託等の有無 有　・　無

備考（豊島区が給付の実施主体となる根拠
　　　　ex.住所、前住所、保護課担当等）

地域移行実施状況
（該当状況に〇）

初回報酬請求の
対象期間との重複

国、都、その他自治体等からの補助・委託等の有無 有　・　無

備考（豊島区が給付の実施主体となる根拠
　　　　ex.住所、前住所、保護課担当等）

地域移行実施状況
（該当状況に〇）

移行した・移行しなかった

（D）補助対象月数（※）
（上限2か月）

実施内容

備考（豊島区が給付の実施主体となる根拠
　　　　ex.住所、前住所、保護課担当等）

（D）補助対象月数（※）
（上限2か月）

入院期間
（精神科病院入院者の場合のみ）

年　　月　　日　～　　年　　月　　日
初回報酬請求の

対象期間との重複

国、都、その他自治体等からの補助・委託等の有無 有　・　無



別記第１１号様式（第１４条関係） 

第  号 

 年   月   日 

 

法人名 

所在地 

代表者名  様 

 

豊島区長       印 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付額確定通知書 

 

年 月  日付  第  号で交付決定した豊島区特定相談・一般相談連携機能強

化支援事業補助金について、年 月  日付で提出のあった実績報告書に基づき、下記

の通り補助金の額を決定したので通知します。 

 

記 

 

補助金確定額    金           円  



別記第１２号様式（第１５条関係） 

 

 年   月   日 

 

豊島区長 殿 

 

法人名 

所在地 

代表者名          

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付請求書 

 

年 月  日付  第  号で補助金の額が確定した豊島区特定相談・一般相談連

携機能強化支援事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額    金           円 

 

２ 振込先口座 

振込先 

金融機関 

銀  行 

信用金庫 

信用組合 

本 店 

支 店 

出張所 

金融機関コード 

 

支店コード 

振込口座 預金種別 １ 普 通 

２ 当 座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

３ 添付書類 

  振込金融機関の通帳又はキャッシュカード（名義、口座番号、金融機関コード、

支店コードが確認できる部分）の写し 

  



別記第１３号様式（第１７条関係） 

第  号 

 年   月   日 

 

法人名 

所在地 

代表者名  様 

 

豊島区長       印 

 

豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

年 月  日付  第  号で通知した豊島区特定相談・一般相談連携機能強化支

援事業補助金の交付決定について、下記の通り交付決定の（全部・一部）を取り消す

ことに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 取消しの内容 

 

２ 取消しの理由 

 


